
第２回岡山県自動車・同附属品製造業 

最低賃金専門部会議事録 

 

 

１ 日 時    令和７年 10月３日（金）午後２時 55分～ 

 

２ 場 所    岡山市北区下石井１丁目４番１号 

         岡山第２合同庁舎 ２階共用会議室Ｄ 

 

３ 出席者    公益代表委員       片 山 裕 之 

                      富 永 優 子 

西 田 和 弘 

 

         労働者代表委員      奥 山 優 一 

小 橋 政 次 

宮 森 志 信 

 

         使用者代表委員   石 黒 和 之 

久 山 卓 也 

向 谷  隆 

                                        

         事務局 労働基準部長   政 木 隆 一 

             賃 金 室 長      黒 田 和 美 

             賃金指導官   中 本 弘 一  

      監察監督官   諏 訪 雅 浩 

      労災補償監察官  木 村 弘 之
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４ 議 事 

 

中本指導官     ただ今から、第２回岡山県自動車・同附属品製造業最低賃金

専門部会を開催いたします。 

本日の審議は公開ですが、傍聴希望の申込みはありませんで

した。 

まず、定足数について報告いたします。 

本日は委員全員が御出席でございますので、最低賃金審議会令

の定足数を満たしていることを報告いたします。 

本日御審議いただく付議事項の説明をさせていただきます。 

（１）特定最低賃金改正決定の必要性の有無について 

（２）今後の審議日程について 

（３）その他 

でございます。 

  それでは部会長、よろしくお願いします。 

 

片山部会長  それでは、第２回岡山県自動車・同附属品製造業最低賃金専

門部会を始めさせていただきます。 

初めに、本日の専門部会は、公労使が揃う全体会議は公開とし

て開催しています。ただし、議事の進行において二者協議となる

場合があれば、その部分は、委員の皆さんの忌憚のない御意見を

いただく必要があると考えますので、非公開といたします。 

まず、付議事項に入る前に、他部会の状況について事務局から

御報告をお願いいたします。 

 

黒田室長  他部会の状況を報告します。 

鉄鋼業、耐火物製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、

電気機械器具製造業、一般機械器具製造業、こちらの部会につ

きましては、必要性ありで結審しております。各種商品小売業

につきましては必要性なしで結審しております。以上です。 

 

片山部会長  それでは、付議事項に入ることといたします。 

 まず、自動車・同附属品製造業最低賃金の改定決定の必要性

の有無についてですが、前回、労使それぞれから基本的な考え

方をお聞きしました。 

 結論としては、労働者側からは必要性があるとの御意見でし

た。一方で、使用者側からは必要性はないという御意見でした。 

 労使委員の皆様、前回の基本的な考え方に何か補足等はござ

いませんか。 
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 （特になし） 

 

では、本日の進め方ですが、全体会議で議論を継続するのか、

それとも、労使協議を行うか、いかがいたしましょうか。 

 

労働者側委員  全体会議をさせていただければと思います。 

 

片山部会長   全体会議でそれぞれの意見を言われるということですか。 

 

労働者側委員  そうですね、もうその段階でいいのではないかと思いますが。 

 

片山部会長  打合せはどうされますか。 

 

使用者側委員  打合せを 10分ほどお願いします。 

 

片山部会長  分かりました。 

  では、それぞれ打合せということで、３時 10 分まで打合せを

していただいて、その後再開させていただきたいと思います。 

  労使それぞれから考え方をお聞きしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

  （労使それぞれ別室にて打合せ） 

  （打合せ後、労使委員入室） 

 

片山部会長  全体会議を再開します。 

  お聞きする順番は、労働者側委員、その後、使用者側委員に

お願いいたします。 

  それでは、労側の代表の方にお願いします。 

 

労働者側委員  前回述べさせていただいたとおりで、必要性は確保していた

だきたいと思っています。 

 資料の方を見ますと、自動車産業が若干、生産台数も上がっ

てきて回復基調にあるという表現もありますが、実際に自動車

の販売状況は非常に低調であるというところも見て取れますの

で、労側の受け止めとしては、自動車産業が元気があるかとい

うと正直そうでもなく、今の状況はそうなんだろうなと思って

います。 

 三菱自動車も、今年の見込みでは昨年よりも生産台数は増え

ていく状況にありますが、ただ、関税等の影響も大きいという
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ことで利益は出てこないというのが現状です。 

生産現場を見ると人が辞めていく状況も見て取れますので、

そういうところからすると、非常に厳しい状況だと我々も認識

しています。 

とは言え、人の必要性、人材不足というのは我々だけでなく、

部品メーカーも同じ状況で、今、昨年の優位性をそのまま確保

するのは非常に難しいと思いますが、一方で、現状の優位性は

確保していただきたいと思っています。必要性はありと御理解

をいただければと思います。 

 

労働者側委員  先日の特定最賃部会を終えまして、今回このような場で互いの

思いや意見を聞けて良かったと思っております。 

 確かに現在の生産状況、販売状況を見ますと、特賃の必要性

について少なからず考えさせられる時期になっているのではと

いうところも感じました。特に地賃の上昇が急激な上がり幅に

なっているため、特賃の必要性の有無以前に、最賃ベースに納

得していくのがいいのではと頭をよぎった部分もありました。 

しかし、すそ野の広い自動車産業においては、より高い優位

性を確保することが必要ではないでしょうか。日本経済を支え

る重要な産業と位置付けることが、日本経済の発展にもつなが

り、日本国民が豊かな生活を送ることができると考えています。 

よって、自動車・同附属品製造業の存続のためにも特定最賃

の必要性はありと考えています。 

 しかしながら、中小企業に目を向けると物価や人件費の高騰

で業績が振るわない状況も目の当たりにしています。これは中

小企業ではなく、メーカーにとっても同じことが言えるのでは

ないでしょうか。 

 先ほど委員からもありましたように、資料４の２ページにあ

る生産活動の欄に「緩やかに持ち直しつつある」とされていま

す。その中の項目を見ると、「自動車で生産量が順調なことから

増加している。」とされています。しかし、資料編の２ページの

「乗用車販売」を見ますと、下がり傾向が見て取れます。 

 以上のことから、企業価値を失えば人の流出を止めることが

できなくなり、存続も危ぶまれ、危機感を抱くことにもなりか

ねません。ですので、優位性は維持していくべきではないかと

思っております。以上です。 

 

片山部会長  ありがとうございます。 

ほかに補足等はありませんか。 
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労働者側委員  以上になります。 

   

片山部会長  ありがとうございました。 

それでは、使側の代表の方からお願いします。 

 

使用者側委員  それでは、意見を述べさせていただきます。 

 前回も申し上げましたけれども、県最賃が毎年このように大

幅に上昇する中で、地賃が特定最賃の役割の代わりになる、又

は、役割を終える時期に来たのではないかというふうに考えて

います。 

 また、米国の関税の影響が今後心配される中、特にその影響

が大きいと思われる自動車及び自動車部品の特定最賃は、今年

は特に慎重に考えるべきではないかというふうにも思います。 

 そういうことで、前回は必要性なしというお話をしましたが、

急に今の優位性を０にするというのも問題かなという気がして

おります。労側委員が言われるように、今の優位性を保つとか

そういうことを前提とした必要性ありの議論には同意できない

なと思っております。必要性ありの議論をするにしても、今後

の短い数年、１、２年の間で、この優位性が県最賃に統合され

るようなイメージでの議論なら今後もしていけるのかなという

ふうに考えています。 

 

片山部会長  とすると、いろいろ前提はあるけれども、結論としてはありと

いうことでしょうか。 

 

使用者側委員  そうですね、ありです。 

  それで、今後議論をしていく中で、金額については慎重に考え

ていきたいということです。 

 

片山部会長  補足等はよろしいでしょうか。 

 

使用者側委員  はい。 

 

片山部会長  ありがとうございます。 

  では、今、言われた御意見は金額審議の中でも反映させて、労

使のイニシアティブで協議いただけたらと思っております。 

では、岡山県自動車・同附属品製造業最低賃金改正決定の必

要性の有無につきましては、労使委員の皆さんに真摯に御審議

いただき、双方から結論として必要性ありとのお話をいただき、
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結論を得ることができました。 

それでは、この結論を会長あてに報告したいと思いますので、

事務局で報告文の案を御準備ください。 

 

  （事務局、報告文（案）を各委員に配布） 

 

片山部会長  では、事務局で報告文（案）を読み上げてください。 

 

黒田室長      それでは、報告文（案）を読み上げさせていただきます。 

 

 （報告文（案）読み上げ） 

 

片山部会長  ただ今の（案）のとおりでよろしいでしょうか。 

   

 （異議なし） 

 

片山部会長  本年８月４日の第 514回審議会において、「全会一致の場合 

は、最低賃金審議会令第６条第５項を適用する」こととされて 

おりますので、本専門部会の決議が審議会の決議となります。 

では、事務局で答申文（案）を用意してください。 

 

  （事務局、答申文（案）を各委員に配布） 

 

片山部会長  では、事務局で答申文（案）を読み上げてください。 

 

黒田室長  それでは、答申文（案）を読み上げさせていただきます。 

 

  （答申文（案）読み上げ） 

 

片山部会長  ただ今の（案）のとおりでよろしいでしょうか。 

   

  （異議なし） 

 

片山部会長  では、この内容で（案）を取り、番号を付して答申することと

いたします。 

番号は岡賃審第 45号になります。 

 

（事務局、答申文を準備し部会長に手渡し、再度内容を確認） 

（部会長より基準部長へ、答申文を手交） 
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黒田室長  ただ今、答申をいただきましたので、局長に代わりまして、労

働基準部長より御挨拶申し上げます。 

 

政木部長  ２回にわたり必要性の審議をいただきありがとうございまし

た。次回から金額審議となりますけれども、引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします 

 

片山部会長  お忙しい中、皆様の熱心な御審議をいただき、本日答申する

ことができました。 

本日の審議はここまでとしまして、次回以降の金額審議につ

きましては労使より金額提示をいただきたいと思います。 

次に、付議事項（２）「今後の審議日程」について事務局から

説明をしてください。 

 

黒田室長      先ほど、岡山労働局長あて答申をいただきましたので、本日 

付けで意見聴取について公示することとします。意見書の提出 

期限につきましては公示期間を３週間とし、10月 24日金曜日ま 

でとなります。 

        今後の審議日程につきましては、第３回を 11 月 11 日火曜日

10 時から予定しております。委員の皆様には改めて通知を差し

上げます。 

次回の専門部会は、最低賃金法第 25条第２項の金額審議のた

めの専門部会になります。よろしくお願いします。 

 

片山部会長  次に、付議事項（３）「その他」ですが、事務局から何かござ 

いますでしょうか。 

 

黒田室長      特にございません。 

 

片山部会長  これを持ちまして、第２回岡山県自動車・同附属品製造業最 

低賃金専門部会での審議を終わります。委員の皆さん大変御苦 

労様でした。 

 


